
別紙１

議事録の謄本 1

区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

議事録を確認した役員、議長、書記及び議事録署名人の印
影

個人情報であるとともに、公にすることにより、個人
の権利利益を害するおそれがあるため。

組合長の印影
法人情報であり、公にすることにより、当該法人の権
利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそ
れがあるため。

２行中にある弁護士の氏名
法人の内部管理情報（取引先情報）であり、公にする
ことにより、当該法人の正当な権利、競争上の地位
その他正当な利益を害するおそれがあるため。

個人情報であり、公にすることにより、個人の権利利
益を害するおそれがあるため。

法人の内部管理情報（信用失墜、組織情報）であり、
公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地
位その他正当な利益を害するおそれがあるため。

１１行から１２行の全て ８条２号
法人の内部管理情報（財務情報）であり、公にするこ
とにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがあるため。

１３行から１５行の全て
８条１号、２
号

個人識別情報であるとともに、法人の内部管理情報
（人事情報）であり、公にすることにより、当該法人の
権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお
それがあたため。

７行から１５行の全て
８条１号、２
号

個人情報であり、公にすることにより、個人の権利利
益を害するおそれがあるため。
法人の内部管理情報（信用失墜情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利、競争上の地位そ
の他正当な利益を害するおそれがあるため。

１８行から２１行の全て ８条２号
法人の内部管理情報（信用失墜情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利、競争上の地位そ
の他正当な利益を害するおそれがあるため。

６行の全て
８条１号、２
号

個人識別情報であるとともに、法人の内部管理情報
（信用失墜情報）であり、公にすることにより、当該法
人の権利競争上の地位その他正当な利益を害する
おそれがあるため。

7行から１３行の全て
法人の内部管理情報（経営、人事財務情報）であり、
公にすることにより、当該法人の権利競争上の地位
その他正当な利益を害するおそれがあるため。

２行中にある取引先名
法人の内部管理情報（取引先情報）であり、公にする
ことにより、当該法人の正当な権利、競争上の地位
その他正当な利益を害するおそれがあるため。

１１行から１７行の全て
法人の内部管理情報（人事組織情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

4 ２行から５行の全て
法人の内部管理情報（信用失墜、組織情報）であり、
公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地
位その他正当な利益を害するおそれがあるため。

８条１号、２
号

６行から１２行の全て、１８行から最終行の全て

②平成１２年度臨
時総会（６月２２日

開催）

3

全総会

議長、議事録署名人、書記、会計主任、一般組合員、発言
理事監事及び関係者の氏名

８条２号

個人情報であり、特定の個人を識別することができ
るものであるため。

2

③平成１２年度臨
時総会（７月２０日
開催）

2

８条１号

①平成１２年度通
常総会

2

全頁共
通

８条２号

法人の内部管理情報（組織情報）であり、公にするこ
とにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがあるため。

④平成１２年度臨
時総会（１１月３０
日開催）

2

１２行から１５行の全て

⑤平成１３年度通
常総会

2



議事録の謄本 2

区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

3 ２１行から

4 ６行の全て

5 ６行から

23 ２１行の全て

23 ２６行から

26 ４行の全て

26 ６行から

30 １７行の全て　　　　

30 ２２行から

36 ８行の全て

38 ６行から

41 ２７行の全て

42 ２行から

43 ６行の全て

８条１号、２
号

法人の内部管理情報（取引先、人事組織情報）あり、
公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地
位その他正当な利益を害するおそれがあるため。

法人の内部管理情報（詳細財務、人事組織、経営方
針情報）であり、公にすることにより、当該法人の権
利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそ
れがあるため。

個人に関する信用失墜情報であるとともに、法人の
内部管理情報（信用失墜、組織情報）であり、公にす
ることにより、当該法人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

８条２号

⑥平成１３年度臨
時総会（１２月１３
日開催）

８条２号



議事録の謄本 3

区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

3 ２４行から

4 最終行の全て

5 ２８行から

6 ９行の全て

7
10行、１１行、１３行、１４行、１５行中にある取引先名及び取
引先件数

法人の内部管理情報（取引先情報）であり、公にする
ことにより、当該法人の権利、競争上の地位その他
正当な利益を害するおそれがあるため。

7 ２１行から

11 ２３行の全て

18 ３０行中にある取引先名
法人の内部管理情報（取引先情報）であり、公にする
ことにより、当該法人の権利、競争上の地位その他
正当な利益を害するおそれがあるため。

21 ６行から

29 ２０行の全て

31
５行、１１行、１２行、１３行、１４行、１６行、１８行、２１行、２
２行、２９行から３０行中にある取引先名（取引先がわかる部
分）

32
７行、１０行、１１行、１３行、１６行、１８行中にある取引先名
（取引先がわかる部分）

33 １行から１９行の全て
法人の内部管理情報（詳細財務）であり、公にするこ
とにより、当該法人の権利競争上の地位その他正当
な利益を害するおそれがあるため。

34 １５行から

35 ２７行の全て

36 ２１行（借入金最高限度額）
法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

37 ２行、３行中にある取引先名
法人の内部管理情報（取引先情報）であり、公にする
ことにより、当該法人の権利競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがあるため。

37 ６行から

38 ２７行の全て

40 ２行から

44 ２２行の全て

８条１号、２
号

19

法人の内部管理情報（財務情報）であり、公にするこ
とにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがあるため。

８条２号

法人の内部管理情報（詳細財務、人事組織、取引先
情報）であり、当該法人の権利競争上の地位その他
正当な利益を害するおそれがあるため。

個人に関する信用失墜情報であるとともに、法人の
内部管理情報（信用失墜情報）であり、公にすること
により、当該法人の権利、競争上の地位その他正当
な利益を害するおそれがあるため。

法人の内部管理情報（詳細財務、人事組織、取引先
情報）であり、当該法人の権利競争上の地位その他
正当な利益を害するおそれがあるため。

法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利、競争上の地位そ
の他正当な利益を害するおそれがあるため。

法人の内部管理情報（人事組織、取引先情報）であ
り、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の
地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。

法人の内部管理情報（詳細財務、取引先情報）であ
り、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の
地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。

法人の内部管理情報（取引先情報）であり、公にする
ことにより、当該法人の権利、競争上の地位その他
正当な利益を害するおそれがあるため。

法人の内部管理情報（経営戦略情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利、競争上の地位そ
の他正当な利益を害するおそれがあるため。

法人の内部管理情報（経営戦略情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利、競争上の地位そ
の他正当な利益を害するおそれがあるため。

５行（預け金の合計額）、７行（その他流動資産の合計額）、
１１行（有形固定資産の合計額）、１２行（無形固定資産の合
計額）、１３行中にある取引先名、１４行（外部出資の合計
額）、１７行中にある取引先名、１７行（短期及び長期借入金
の合計額）、２７行（受取保証料の合計額）、２９行（受取助
成金の合計額）、３０行（雑収入の合計額）

⑦平成１４年度通
常総会

30

６行（補償料、助成金、受取利息の金額）、７行（繰越金の金
額）、１０行（大会運営費、広告宣伝費の金額）、１１行（放流
及び地引網引き事業、調査研究費、事業費小計、会議費の
金額）、１２行（役員報酬、接待交際費、旅費交通費、研修
費、人件費の金額）、１３行（負担金、寄附金、燃料費の金
額）、１４行（通信運搬費、水道光熱費、消耗品費、保険料、
印刷費の金額）、１５行（賃借料、手数料、修繕費、備品購
入費、租税公課の金額）、１６行（借入返済金、予備費、事
業管理費小計の金額）



議事録の謄本 4

区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

3 １３行から１８行の全て
法人の内部管理情報（経営戦略情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

4 ６行から１１行の全て
法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

4 ２０行から

5 ３行の全て

6 ２３行から

9 ２７行の全て

13 １４行中にある取引先名
法人の内部管理情報（取引先情報）であり、公にする
ことにより、当該法人の権利競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがあるため。

14 ２２行（有形固定資産の合計額）

20 １行（借入金最高限度額）
法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

20 ２行から４行の全て、７行から９行の全て
法人の内部管理情報（取引先情報）であり、公にする
ことにより、当該法人の権利競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがあるため。

21 １８行から

24 ６行の全て

24
２０行、２１行、２２行、２３行中の役員報酬額（但し、人夫賃
及び大型運転手を除く）

８条１号、２
号

個人識別情報であるとともに、法人の内部管理情報
（詳細財務情報）であり、公にすることにより、当該法
人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害す
るおそれがあたため。

25 ７行から

32 １行の全て

32 ４行から１３行の全て、１６行から２７行の全て

33 １５行から１９行中にある個人の得票数 ８条１号
個人情報であり、公にすることにより、個人の権利利
益を害するおそれがあるため。

⑧平成１５年度通
常総会

法人の内部管理情報（経営戦略情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

法人の内部管理情報（詳細財務、経営戦略情報）で
あり、公にすることにより、当該法人の権利競争上の
地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。

法人の内部管理情報（経営戦略、詳細財務、信用失
墜情報）であり、公にすることにより、当該法人の権
利競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ
があるため。

８条２号

法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

８条２号

18

５行、７行、８行、９行、１０行中にある補償料、助成金、受取
利息、繰越金、入会金、預かり金、職員退職給付金の金
額、合計金額及び人数
１２行、１３行、１４行、１５行、１６行、１７行、１８行中にある
大会運営費、広告宣伝費、放流及び地引き網事業、調査研
究費、会議費、役員報酬、接待交際費、旅費交通費、研修
費、人件費、負担金、寄附金、燃料費、通信費、水道光熱
費、消耗品費、保険料、印刷費、賃借料、手数料、修繕費、
備品購入費、租税公課、予備費の金額



議事録の謄本 5

区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

4 １５行から２１行の全て
法人の内部管理情報（経営戦略、信用失墜情報）で
あり、公にすることにより、当該法人の権利競争上の
地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。

4 ２２行から

5 ４行の全て

5 ２１行から

6 ２２行の全て

8 ３行から

10 １７行の全て　　　　

13 ４行、６行中にある取引先名
法人の内部管理情報（取引先情報）であり、公にする
ことにより、当該法人の権利競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがあるため。

13
１９行（法定準備金）、２０行（未処分剰余金）、２１行（当期剰
余金）

法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

14

１９行（預け金の合計）、２２行（その他流動資産の合計）、２
５行（減価償却資産の帳簿価格残高）、２６行（土地の帳簿
価格残高）、２７行（有形固定資産及び無形固定資産の合
計）、３０行（外部出資の合計）

法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

14 ２９行中にある取引先名
法人の内部管理情報（取引先情報）であり、公にする
ことにより、当該法人の権利競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがあるため。

15
１行、２行から３行の全て、６行（その他流動負債の合計）、
１０行（当期剰余金の合計）

法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

15

１７・１８行中にある取引先名、１８行（受取補償額の金額）、
１９行中にある取引先名、２０行（受取助成金の金額）、２２
行（受取利息の金額）、２２行中にある取引先名、２３行（配
当金の金額）、２４行（各種手数料の金額）、２５行（営業外
利益の金額）

法人の内部管理情報（詳細財務、取引先情報）であ
り、公にすることにより、当該法人の権利競争上の地
位その他正当な利益を害するおそれがあるため。

16 １４行から

19 最終行の全て

20
１行から２行中にある取引先名、４行、２１行、２３行中にあ
る取引先名

21
１行中にある取引先名、２７行から２８行にある取引先の住
所

22
２行、５行、６行、７行中にある取引先名及び取引先がわか
る部分

22 ９行から

26 最終行の全て

28

１４・１５行中にある補償料、助成金、受取利息、繰越金の金
額
１７行、１８行、１９行、２０行、２１行、２２行、２３行中にある
大会運営費、広告宣伝費、放流及び地引き網事業、調査研
究費、会議費、役員報酬、接待交際費、旅費交通費、研修
費、人件費、負担金、寄附金、燃料費、通信費、水道光熱
費、消耗品費、保険料、印刷費、賃借料、手数料、修繕費、
備品購入費、租税公課、予備費の金額

法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

29 ２７行から

31 ２５行の全て

32 ８行（借入金最高限度額）
法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

32 ２３行から２４行中にある取引先名
法人の内部管理情報（取引先情報）であり、公にする
ことにより、当該法人の権利競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがあるため。

34 １７行から

35 ３行の全て

法人の内部管理情報（経営戦略、業務運営情報）で
あり、公にすることにより、当該法人の権利競争上の
地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。

法人の内部管理情報（経営戦略、人事組織情報）で
あり、公にすることにより、当該法人の権利競争上の
地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。

法人の内部管理情報（取引先情報）であり、公にする
ことにより、当該法人の権利競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがあるため。

法人の内部管理情報（経営戦略、詳細財務情報）で
あり、公にすることにより、当該法人の権利競争上の
地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。

法人の内部管理情報（業務運営、経営戦略）であり、
公にすることにより、当該法人の権利競争上の地位
その他正当な利益を害するおそれがあるため。

法人の内部管理情報（経営戦略情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

８条２号
⑩平成１６年度通

常総会



附議された議案 6

（１）理事の提出書及び監査報告書 　

区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

（２）事業報告

区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

全総会 共通 取引先企業等の名称 ８条２号
法人の内部管理情報（取引先情報）であり、公にする
ことにより、当該法人の権利競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがあるため。

⑧平成１５年度通
常総会

5 ３行（大学及び研究者の氏名） ８条１号
個人識別情報であり、公にすることにより、個人の権
利利益を害するおそれがあるため。

（３）事業経過報告及び増殖実績

区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

全総会 共通 取引先企業等の名称 ８条２号
法人の内部管理情報（取引先情報）であり、公にする
ことにより、当該法人の権利競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがあるため。

（４）増殖放流計画案

区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

全総会 共通 取引先企業等の名称 ８条２号
法人の内部管理情報（取引先情報）であり、公にする
ことにより、当該法人の権利競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがあるため。

（５）収支予定計画案

区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

収入のうち、
補償料、助成金、受取利息及び繰越金の金額

法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

収入のうち、
備考欄にある行政機関を除く取引先企業等の名称及び金
額

法人の内部管理情報（取引先情報）であり、公にする
ことにより、当該法人の権利競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがあるため。

支出のうち、
遊漁者対策費、漁場管理費、放流費、管理釣場費及び合計
を除く各科目の金額及び備考欄の記載事項

法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

平成１３・１４・１
５・１６年度通常総
会

共通 欄外の記載事項
法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

（６）借入金最高限度額

区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

全総会 共通 借入金最高限度額 ８条２号
法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

個人情報であり、公にすることにより、個人の権利利
益を害するおそれがあるため。

８条１号

共通

８条２号

全総会 共通 理事及び監事の印影

全総会
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（７）余剰金預入金金融機関決定の件

区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

全総会 共通 取引先企業等の名称 ８条２号
法人の内部管理情報（取引先情報）であり、公にする
ことにより、当該法人の権利競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがあるため。

（８）役員報酬・人夫賃決定の件

区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

全総会 共通 人夫賃を除く金額
８条１号、２
号

個人情報であるとともに、法人の内部管理情報（詳
細財務情報）であり、公にすることにより、当該法人
の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する
おそれがあたため。

（９）決算報告書・決算書 　

区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

全総会 共通 貸借対照表の大科目未満の金額

損益計算書の販売費及び一般管理費、営業外収益、営業
外費用及び繰延資産償却の科目ごとの金額

損益計算書に記載された遊漁料収入以外のメモ書き

6 利益金処分計算書の大科目未満の金額

①平成１２年度通
常総会

4,5
法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

８条２号
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区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

損益計算書のⅡ事業管理費（漁場管理費を除く。）、Ⅲ事業
外収益、Ⅳ事業外費用の各科目毎の金額（大科目の金額
は除く。）

貸借対照表附属明細書（１）預け金の預け先、前年度末残
高、本年度預け額、本年度引出額及び差引残高の各欄の
金額

貸借対照表附属明細書（２）その他流動資産の前年度末残
高、本年度増加額、本年度減少額及び本年度末残高の各
欄の金額

貸借対照表附属明細書（３）①有形固定資産及び無形固定
資産の前年度末残高、本年度購入価格、本年度廃棄・償却
額及び本年度末残高、減価償却累計、うち本年度額及び差
引帳簿価格の各欄の金額

貸借対照表附属明細書（３）②外部出資の出資先名、前年
度末残高、本年度増加額、本年度減少額及び本年度末残
高の各欄の金額

貸借対照表附属明細書（３）③繰延資産の前年度末残高、
本年度増加額、本年度減少額及び本年度末残高の各欄の
金額（本年度末残高の合計を除く）

貸借対照表附属明細書（４）短期借入金及び長期借入金の
借入先名、前年度末残高、本年度増加額、本年度減少額及
び本年度末残高の各欄の金額（本年度末残高の合計を除
く）

貸借対照表附属明細書（５）その他流動負債の前年度末残
高、本年度増加額、本年度減少額及び本年度末残高の各
欄の金額（本年度末残高の合計を除く）

貸借対照表附属明細書（６）資本の前年度末残高、本年度
増加額、本年度減少額及び本年度残高の各欄の金額（出
資金及び合計の本年度残高を除く）

損益計算書附属明細書（１）事業管理費（漁場管理費及び
合計を除く。）の各欄の金額

損益計算書附属明細書（１）事業管理費の欄外の記載事項

損益計算書附属明細書（５）受取補償料の内訳の補償の相
手方、内容及び金額（行政機関の各欄の記載事項を除く）

損益計算書附属明細書（６）受取助成金の内訳の補償の相
手方、内容及び金額（行政機関の各欄の記載事項を除く）

８条２号
法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

共通

6

8

平成１２年度通常
総会を除く通常総

会

⑤平成１３年度通
常総会
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損益計算書附属明細書（４）受取補償料の内訳の補償の相
手方、内容及び金額（行政機関の各欄の記載事項を除く）

損益計算書附属明細書（５）受取助成金の内訳の補償の相
手方、内容及び金額（行政機関の各欄の記載事項を除く）

損益計算書附属明細書（６）営業外利益の科目のうち括弧
内の記載事項及び各欄の金額

損益計算書附属明細書（７）特別利益の括弧内の記載事項

損益計算書附属明細書（２）事業管理費（漁場管理費及び
合計を除く。）の各欄の金額

損益計算書附属明細書（２）事業管理費の欄外の記載事項

損益計算書附属明細書（３）事業外費用の科目のうち括弧
内の記載事項及び各欄の金額（合計を除く。）

損益計算書附属明細書（４）特別損失の科目のうち括弧内
の記載事項及び各欄の金額（合計を除く。）

損益計算書附属明細書（５）法人税等（合計を除く。）の各欄
の金額

5
貸借対照表附属明細書（３）①有形固定資産及び無形固定
資産の欄外の記載事項

6
貸借対照表附属明細書（４）短期借入金及び長期借入金の
欄外の記載事項

（１０）日釣遊漁承認証不正販売疑惑について

区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

（１１）平成１２年度放流漁業者一覧表

区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

８条２号

⑤平成１３年度通
常総会

1 漁業者名、所在地、連絡先、代表者氏名、法人の印影 ８条２号

平成１４・１５・
１６年度通常
総会

個人に関する信用失墜情報であるとともに、法人の
内部管理情報（信用失墜情報）であり、公にすること
により、当該法人の権利、競争上の地位その他正当
な利益を害するおそれがあるため。

②平成１２年度臨
時総会（６月２２日
開催）

共通

⑧平成１５年度通
常総会

８条１号、２
号

法人の内部管理情報であり、公にすることにより、当
該法人の権利競争上の地位その他正当な利益を害
するおそれがあるため。

3 ６行から最終行の全て
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区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

2 貸借対照表の大科目未満の金額

3
損益計算書の事業管理費、事業外収益、事業外費用の科
目ごとの金額

4
貸借対照表附属明細書（１）預け金の預け先、前年度末残
高、本年度預け額、本年度引出額及び差引残高の各欄の
金額

4
貸借対照表附属明細書（２）その他流動資産の前年度末残
高、本年度増加額、本年度減少額及び本年度５月末残高の
各欄の金額

5

貸借対照表附属明細書（３）①有形固定資産及び無形固定
資産の前年度末残高、本年度購入価格、本年度廃棄・償却
額及び本年度末残高、減価償却累計、うち本年度額及び差
引帳簿価格の各欄の金額

5
貸借対照表附属明細書（３）②外部出資の出資先名、前年
度末残高、本年度増加額、本年度減少額及び本年度末残
高の各欄の金額

5
貸借対照表附属明細書（３）③繰延資産の前年度末残高、
本年度増加額、本年度減少額及び本年度５月末残高の各
欄の金額（本年度末残高の合計を除く）

6
貸借対照表附属明細書（４）短期借入金及び長期借入金の
借入先名、前年度末残高、本年度増加額、本年度減少額及
び本年度５月末残高の各欄の金額

6
貸借対照表附属明細書（５）その他流動負債の前年度末残
高、本年度増加額、本年度減少額及び本年度５月末残高の
各欄の金額

6
貸借対照表附属明細書（６）資本の前年度末残高、本年度
増加額、本年度減少額及び本年度残高の各欄の金額（出
資金及び合計の本年度残高を除く）

7
損益計算書附属明細書（１）の事業管理費（合計を除く。）の
各欄の金額

9
損益計算書附属明細書（５）受取補償料の内訳の補償の相
手方、内容及び金額（行政機関の各欄の記載事項を除く）

9
損益計算書附属明細書（６）受取助成金の内訳の補償の相
手方、内容及び金額（行政機関の各欄の記載事項を除く）

（１３）総会終了報告書

区分 頁 不開示部分 該当条項 理由

全総会 共通 組合長の印影 ８条２号
法人の内部管理情報であり、公にすることにより、当
該法人の権利競争上の地位その他正当な利益を害
するおそれがあるため。

８条２号
法人の内部管理情報（詳細財務情報）であり、公に
することにより、当該法人の権利競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるため。

②平成１２年度臨
時総会（６月２２日

開催）


